
（注意事項）

※1　未婚とは、婚姻をしたことがないことをいい、現在、婚姻していないことではありません。

※2　拘留の場合、拘留中であることを証明する書類の添付が必要です。

※3　失踪で、行方不明者届が受理されていない場合は、ひとり親とはみなしません。

※4　離婚または未婚であっても、事実上の配偶者がいる場合は、ひとり親とはみなしません。

　　　事実上の配偶者とは、「住民票上同一住所地にいる異性」または、「住民票上同一住所地にいなくとも実際に同

　　　居しているか、それに準じる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助をする異性」のことをいいます。

下記のとおり、家庭状況について虚偽なく申し立てます。

行方不明者届提出先（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

受理番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　無（母子・父子のみ）

□　有（□　祖父母等親族と同居　　　□　その他の者と同居（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

□　無（母子・父子のみ）

□　失踪※3（　　　　年　　　月　　　日から失踪）

同居の家族
及び同居人の
有無

行方不明者届提出日（　　　　年　　　月　　　日）

施設名

□　児童扶養手当証の写し□　戸籍謄本の写し

（お問合せ）生駒市役所幼保こども園課　TEL:0743-74-1111（内線2760）

□　ひとり親医療証の写し（親・子共）

子ども氏名

子ども氏名

生年月日

生年月日

□　未婚※1 □　拘留※2（　　　　年　　　月　　　日から拘留）

添付書類
（いずれか一点）

その他
申立て事項

事実上の配偶
者の有無※４

生駒市長　宛

　　　　　年　　　　月　　　　日

子ども氏名 生年月日

保護者氏名

□　有（法律婚と同様に保護者とみなします）

　　　　年　　　月　　　日

　　　　年　　　月　　　日

　　　　年　　　月　　　日

ひとり親世帯申立書

ひとり親の理由

□　死別（　　　　年　　　月　　　日死去） □　離婚（　　　　年　　　月　　　日離婚）

施設名

施設名


